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担当部署 神奈川労働局 

産業労働局労働部雇用労政課労政グループ   電話045-210-5739 

Ｃ－１ 
 アスベストにばく露している可能性のある作業にはどのようなものがありますか。 

 （令和５年４月１日更新） 

【答】 

  厚生労働省によれば、次のような作業に従事していた方はアスベストにばく露している可能性が

あります。 

 

   ① 石綿鉱山又はその附属施設において行う石綿を含有する鉱石又は岩石の採掘、搬出又は粉砕その

他石綿の精製に関連する作業 

② 倉庫内等における石綿原料等の袋詰め又は運搬作業 

③ 以下の石綿製品の製造工程における作業 

・石綿糸、石綿布等の石綿紡績製品 

・石綿セメント又はこれを原料として製造される石綿スレート、石綿高圧管、石綿円筒等のセメ

ント製品 

・ボイラーの被覆、船舶用隔壁のライニング、内燃機関のジョイントシーリング、ガスケット

（パッキング）等に用いられる耐熱性石綿製品 

・自動車、捲揚機等のブレーキライニング等の耐摩耗性石綿製品 

・電気絶縁性、保温性、耐酸性等の性質を有する石綿紙、石綿フェルト等の石綿製品（電線絶縁

紙、保温材、耐酸建材等に用いられている。）又は電解隔膜、タイル、プラスター等の充填

剤、塗料等の石綿を含有する製品 

 ④ 石綿の吹付け作業 

   ⑤ 耐熱性の石綿製品を用いて行う断熱若しくは保温のための被覆又はその補修作業 

   ⑥ 石綿製品の切断等の加工作業 

   ⑦ 石綿製品が被覆材又は建材として用いられている建物、その附属施設等の補修又は解体作業 

   ⑧ 石綿製品が用いられている船舶又は車両の補修又は解体作業 

   ⑨ 石綿を不純物として含有する鉱物（タルク（滑石）等）等の取扱い作業 

   ⑩ 上記①から⑨までに掲げるもののほか、これらの作業と同程度以上に石綿粉じんのばく露を受け

る作業 

⑪ 上記①から⑩までの作業の周辺等において、間接的なばく露を受ける作業 

 

  参考 厚生労働省ホームページ 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/

sekimen/index.html 

 

   なお、厚生労働省が令和４年12月14日に発表した、業種別のアスベストによる肺がん、中皮腫

の労災認定等の件数は次頁のとおりです。 

（神奈川県環境課作成） 
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